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用語 内容
医療機関等
情報支援シ
ステム（Ｇ
－ＭＩＳ）

Ｇ－ＭＩＳ（ の略）
は、全国の医療機関等から、医療機関等の稼働状況、病床や医
療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器（人工呼吸器
等）や医療資材（マスクや防護服等）の確保状況等を一元的に
把握・支援するシステム

医療計画 医療法第 条の４第１項の規定に基づき都道府県が定める医
療提供体制の確保を図るための計画

医療措置協
定

感染症法第 条の３第１項に規定する都道府県と当該都道府
県知事が管轄する区域内にある医療機関との間で締結される協
定

陰圧室 感染症対策として、気流の制御を行うため、周囲よりも気圧が
低く設定された部屋

疫学 健康に関連する状態や事象の集団中の分布や決定要因を研究
し、かつ、その研究成果を健康問題の予防やコントロールのた
めに適用する学問

隔離 検疫法第 条第１項第１号及び第 条第１項（これらの規定
を同法第 条第１項の規定に基づく政令によって準用し、又
は同法第 条の２第３項の規定により実施する場合を含
む。）の規定に基づき、患者を医療機関に収容し、新型インフ
ルエンザ等のまん延を防止するため、ほかからの分離を図るこ
と。

患者 新型インフルエンザ等感染症の患者（新型インフルエンザ等感
染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに
足りる正当な理由のあるもの及び無症状病原体保有者を含
む。）、指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者

患者等 患者及び感染したおそれのある者
感染症危機 国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新

型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民の生命
及び健康並びに国民生活及び国民経済に重大な影響が及ぶ事態

感染症危機
対応医薬品
等

公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維
持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬品や
医療機器等

第３部 都政機能を維持するための都の危機管理体制
第２章 都政機能の維持

また、保健医療部門において、人員が不足する局に対しては、本部体制の下、各
局のＢＣＰによる人員計画を基に、全庁的な応援体制により対応する。
応援を要請する局は、応援職員の業務内容等を定めた「応援職員対応マニュアル

（仮称）」を作成する。
専門職種については、有資格者や経験者をあらかじめ確認し、経験者の兼務発令

や退職者の臨時雇用などにより充当する。

全庁的な応援体制
縮小・休止業務の職員
から優先的に応援
 

Ａ 新たに発生する業務
・感染拡大防止策（相談・保健医療等）
・危機管理上必要な業務（対策本部・情報提供等）
 Ｂ 継続業務
・都民の生命を守る業務（病院・入所施設等）
・都市機能の維持（交通・上下水道等）

Ｄ 休止業務
・人が集まる施設や業務（文化施設・研修等）
・緊急性を要しない業務（調査・内部管理等）

Ｃ 縮小業務
・継続・休止以外の業務（許認可・届出等）

＊ウイルスの病原性等や
職員の出勤率に応じ、
弾力的・機動的に実施

＜業務の整理と応援体制＞
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用語集

方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が特措法
の規定により実施する措置。例えば、生活の維持に必要な場合
を除きみだりに居宅等から外出しないことを要請することや、
多数の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請するこ
と等が含まれる。

緊急物資 特措法第 条に規定する、新型インフルエンザ等緊急事態措
置の実施に必要な物資及び資材

ゲノム情報 病原体の保有する全ての遺伝情報を指す。ゲノム情報を解析す
ることで、変異状況の把握等が可能となる。

健康観察 感染症法第 条の３第１項又は第２項の規定に基づき、都道
府県知事又は保健所設置市等の長が、当該感染症にかかってい
ると疑うに足りる正当な理由のある者又は当該感染症の患者に
対し、健康状態について報告を求めること。

健康監視 検疫法第 条第２項（同法第 条第１項の規定に基づく政令
によって準用し、又は同法第 条の２第３項の規定により実
施する場合を含む。）の規定に基づき、検疫所長が、又は感染
症法第 条の３第１項（感染症法第 条の９第１項の規定に
基づく政令によって準用する場合を含む。）の規定に基づき、
都道府県知事又は保健所設置市等の長が、対象者の体温その他
の健康状態等について報告を求め、又は質問を行うこと。

健康危機対
処計画

地域保健対策の推進に関する基本的な指針（平成６年厚生省告
示第 号）に基づき、平時から健康危機に備えた準備を計画
的に進めるため、保健所及び地方衛生研究所等が策定する計
画。策定に当たっては、都道府県単位の広域的な健康危機管理
の対応について定めた手引書や保健所設置市及び特別区におけ
る区域全体に係る健康危機管理の対応について定めた手引書、
感染症法に基づく予防計画、特措法に基づく都道府県行動計画
及び市町村行動計画等を踏まえることとされている。

検査等措置
協定

感染症法第 条の６第１項に規定する新型インフルエンザ等
に係る検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保等を迅速か
つ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関や宿泊
施設等と締結する協定

検査等措置
協定締結機
関等

感染症法第 条の６に規定する検査等措置協定を締結してい
る、病原体等の検査を行う機関（民間検査機関や医療機関等）
や宿泊施設等を指す。

用語集

感染症サー
ベイランス
システム

感染症法第 条や第 条等の規定に基づき届け出られた情報
等を集計・還元するために活用されているシステム。なお、新
型コロナ対応で活用した健康観察機能も有している。

感染症指定
医療機関

本行動計画においては、感染症法第６条第 項に規定する感
染症指定医療機関のうち、「特定感染症指定医療機関」、「第
一種感染症指定医療機関」及び「第二種感染症指定医療機関」
に限るものを指す。

感染症対策
物資等

感染症法第 条の 第１項に規定する医薬品（薬機法第２条
第１項に規定する医薬品）、医療機器（同条第４項に規定する
医療機器）、個人防護具（着用することによって病原体等にば
く露することを防止するための個人用の道具）、その他の物資
並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物
資及び資材

帰国者等 帰国者及び入国者
季節性イン
フルエンザ

インフルエンザウイルスのうち抗原性が小さく変化しながら毎
年国内で冬季を中心に流行を引き起こすＡ型又はＡ型のような
毎年の抗原変異が起こらないＢ型により引き起こされる呼吸器
症状を主とした感染症

基本的対処
方針

特措法第 条の規定に基づき、新型インフルエンザ等への基
本的な対処の方針を定めたもの

協定締結医
療機関

感染症法第 条の３第１項に規定する医療措置協定を締結す
る医療機関。「病床確保」、「発熱外来」、「自宅療養者等へ
の医療の提供」、「後方支援」、「医療人材の派遣」のいずれ
か一つ以上の医療措置を実施する。

業務継続計
画 （ Ｂ Ｃ
Ｐ）

不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中
断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、
手順等を示した計画

緊急事態宣
言

特措法第 条第１項に規定する新型インフルエンザ等緊急事
態宣言のこと。新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全
国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影
響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発生したと認めると
きに、同項の規定に基づき、当該事態が発生した旨及び緊急事
態措置を実施すべき期間、区域及びその内容を公示すること。

緊急事態措
置

特措法第２条第４号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態
措置のこと。国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及
び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地
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用語集

有する患者の入院調整、集団感染が発生した精神科医療機関
等の感染制御や業務継続の支援等を行う。

酸素飽和度 血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンのうち酸素が結合し
ている割合

実地疫学専
門家養成コ
ース
（ Ｆ Ｅ Ｔ
Ｐ）

ＦＥＴＰ（ の略）は、
感染症危機管理事例を迅速に探知して適切な対応を実施する
ための中核となる実地疫学者を養成し、その全国規模ネット
ワークを確立することを目的として、ＪＩＨＳが実施してい
る実務研修

指 定 （ 地
方）公共機
関

特措法第２条第７号に規定する指定公共機関及び同条第８号
に規定する指定地方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社会イ
ンフラや医療、金融、通信等に関連する事業者が指定されて
いる。

重点感染症 公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の
維持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬
品等（ＭＣＭ）の利用可能性を確保することが必要な感染症
で、厚生労働省において指定されたものを指す。本行動計画
上では特措法における新型インフルエンザ等の発生時におけ
る対策の基盤とするため、平時においては、重点感染症を対
象とした医薬品等の対策を実施する。

重点区域 特措法第 条の６第１項の規定に基づき、国がまん延防止等
重点措置を実施すべき区域として公示した区域

住民接種 特措法第 条の２の規定に基づき、新型インフルエンザ等が
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及
び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊
急の必要があると認めるときに、対象者及び期間を定め、予
防接種法第６条第３項の規定に基づき実施する予防接種のこ
と。

新型インフ
ルエンザ等

感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染
症、同条第８項に規定する指定感染症（感染症法第 条の報
告に係るものに限る。）及び感染症法第６条第９項に規定す
る新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに
限る。）をいう。

用語集

国立健康危
機管理研究
機構（ＪＩ
ＨＳ）

国立健康危機管理研究機構法に基づき、統括庁や厚生労働省
に質の高い科学的知見を提供する新たな専門家組織として、
令和 （ ）年４月に設立された機構。国立感染症研究所
と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、感
染症等の情報分析・研究・危機対応、人材育成、国際協力、
医療提供等を一体的・包括的に行う。

個人防護具 マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原
体、化学物質、放射性物質、その他の危険有害要因との接触
による障害から個人を守るために作成・考案された防護具

サーベイラ
ンス

感染症サーベイランスは、感染症の発生状況（患者及び病原
体）のレベルやトレンドを把握することを指す。

災害派遣医
療 チ ー ム
（ Ｄ Ｍ Ａ
Ｔ）

ＤＭＡＴ（ の略）は、災
害発生時や新興感染症等の発生・まん延時に、地域において
必要な医療提供体制を支援し、傷病者の生命を守るため、専
門的な研修・訓練を受けた医療チーム。大規模災害や多くの
傷病者が発生した事故等の現場に、急性期（おおむね 時間
以内）から活動できる機動性を持つほか、新興感染症に係る
患者が増加し、通常の都道府県内の医療提供体制の機能維持
が困難な場合に、都道府県の要請に基づき、感染症の専門家
とともに、入院調整、集団感染が発生した高齢者施設等の感
染制御や業務継続の支援等を行う。

災害派遣精
神医療チー
ム（ＤＰＡ
Ｔ）

ＤＰＡＴ（ の略）は、
自然災害や犯罪事件・航空機・列車事故等の集団災害が発生
した場合、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健
医療福祉体制との連携、各種関係機関等とのマネジメント、
専門性の高い精神科医療の提供と精神保健活動の支援を行う
ために都道府県によって組織される専門的な研修・訓練を受
けた災害派遣精神医療チーム。このうち、国の研修を受講し
「災害・感染症医療業務従事者」として登録されたＤＰＡＴ
先遣隊は、新興感染症に係る患者が増加し、通常の都道府県
内の精神保健医療提供体制の機能維持が困難な場合に、都道
府県の要請に基づき、感染症の専門家とともに、精神疾患を
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用語集
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用語集
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用語集

地方衛生研
究所等

地域保健法第 条に規定する調査・研究、試験・検査、情報
収集・分析・提供、研修・指導等の業務を行う都道府県等の
機関（当該都道府県等が当該業務を他の機関に行わせる場合
は、当該機関）をいう。都においては、公衆衛生の向上及び
増進に関する試験、研究、調査及び検査に関する事務を行う
機関として、東京都健康安全研究センターを設置している。

定点把握 感染症法第 条の規定に基づき、都が指定した医療機関のみ
が届出を行う感染症の患者の発生を把握する方法

停留 検疫法第 条第１項第２号及び第 条第２項（これらの規
定を同法第 条第１項の規定に基づく政令によって準用し、
又は同法第 条の２第３項の規定により実施する場合を含
む。）の規定に基づき、検疫所長が、感染したおそれのある
者について、一定期間（当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期
間を考慮して政令で定める期間）、医療機関、宿泊施設や船
舶内に収容すること。

統括庁 内閣感染症危機管理統括庁。感染症危機に係る有事において
は、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括しつ
つ、ＪＩＨＳから提供される科学的知見を活用しながら、感
染症危機の対応に係る政府全体の方針を策定し、各省庁の総
合調整を実施する。

登録事業者 特措法第 条に規定する医療の提供の業務又は国民生活及び
国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労
働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けてい
るもの

特定新型イ
ンフルエン
ザ等対策

特措法第２条第２号の２に規定する特定新型インフルエンザ
等対策のこと。地方公共団体が特措法及び感染症法の規定に
より実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延
を防止するため特に必要があるものとして新型インフルエン
ザ等対策特別措置法施行令第１条に規定するもの

特定接種 特措法第 条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及
び国民経済の安定を確保するため、国が緊急の必要があると
認めるときに、臨時に行われる予防接種のこと。

用語集

本行動計画においては、新型インフルエンザ等に位置付けら
れる可能性がある感染症について、その発生の情報を探知し
た段階より、本用語を用いる。

新型インフ
ルエンザ等
感染症等に
係る発生等
の公表

感染症法第 条の２第１項、第 条の７第１項又は第 条
の 第１項の規定に基づき、厚生労働大臣が感染症法第
条第１項に定める情報等を公表すること。

新型インフ
ルエンザ等
緊急事態

特措法第 条に規定する新型インフルエンザ等が国内で発生
し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経
済に甚大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとし
て政令で定める要件に該当する事態

新興感染症 かつて知られていなかった、新しく認識された感染症で、局
地的あるいは国際的に、公衆衛生上問題となる感染症

積極的疫学
調査

感染症法第 条の規定に基づき、患者、疑似症患者、無症状
病原体保有者等に対し、感染症の発生の状況、動向及び原因
を明らかにするために行う調査

全数把握 感染症法第 条の規定に基づき、全ての医師が届出を行う必
要のある感染症（全数把握）について患者の発生の届出を行
うもの

ゾーニング 病原体によって汚染されている区域（汚染区域）と汚染され
ていない区域（清潔区域）を区分けすること。

相談センタ
ー

新型インフルエンザ等の発生国・地域からの帰国者等又は患
者への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等がある方か
らの相談に応じるための電話窓口

双方向のコ
ミュニケー
ション

医療機関、事業者等を含む都民等が適切に判断・行動するこ
とができるよう、都による一方向の情報提供だけでなく、多
様な手段を活用して情報の受取手の反応や関心を把握・共有
して行うコミュニケーション

地域保健対
策の推進に
関する基本
的な指針

地域保健法第４条の規定に基づき、厚生労働大臣が地域保健
対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るために定める指針
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用語集

地方衛生研
究所等
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定を同法第 条第１項の規定に基づく政令によって準用し、
又は同法第 条の２第３項の規定により実施する場合を含
む。）の規定に基づき、検疫所長が、感染したおそれのある
者について、一定期間（当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期
間を考慮して政令で定める期間）、医療機関、宿泊施設や船
舶内に収容すること。

統括庁 内閣感染症危機管理統括庁。感染症危機に係る有事において
は、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括しつ
つ、ＪＩＨＳから提供される科学的知見を活用しながら、感
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とができるよう、都による一方向の情報提供だけでなく、多
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用語集

と認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更
等を要請すること等が含まれる。

無症状病原
体保有者

感染症法第６条第 項に規定する感染症の病原体を保有して
いる者であって当該感染症の症状を呈していないものをい
う。

有事 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性のある感染症
の発生の情報を探知した段階から特措法第 条に規定する政
府対策本部及び都対策本部の廃止までをいう。

予防計画 感染症法第 条に規定する都道府県及び保健所設置市等が定
める感染症の予防のための施策の実施に関する計画

リスクコミ
ュニケーシ
ョン

個人、機関、集団間での情報や意見のやり取りを通じて、リ
スク情報とその見方の共有を目指す活動であり、適切なリス
ク対応（必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築
等）のため、多様な関与者の相互作用等を重視した概念

臨床像 潜伏期間、感染経路、感染性のある期間、症状、合併症等の
総称

流行初期医
療確保措置

感染症法第 条の９に定める、診療報酬の上乗せや補助金等
が充実するまでの一定期間に限り、財政的な支援を行う措
置。流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額
を支払う。

臨床研究中
核病院

日本発の革新的医薬品・医療機器の開発等に必要となる質の
高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究や医師主
導治験の中心的役割を担う病院として、医療法第４条の３の
規定に基づき厚生労働大臣の承認を受けたもの

ワ ン ヘ ル
ス・アプロ
ーチ

人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に
対し、関係者が連携してその解決に向けて取り組むこと。

ＩＣＴ の略。
情報 や通信 に関する技術の総
称。利用者の接点となる機器・端末、電気通信事業者や放送
事業者等が提供するネットワーク、クラウド・データセンタ
ー、動画・音楽配信等のコンテンツ・サービス、さらにセキ
ュリティやＡＩ等が含まれる。

用語集

特定物資 特措法第 条に規定する緊急事態措置の実施に必要な物資
（医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。）であっ
て生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取
り扱うもの

入院調整本
部

管内の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門であ
り、都域を超えた広域での患者の受入れ調整も行う。

都道府県等 都道府県、保健所設置市（地域保健法施行令（昭和 年政令
第 号）第１条に定める市）及び特別区

東京都感染
症対策連携
協議会

感染症法第 条の２に規定する主に都と保健所設置市・特別
区の連携強化を目的に、管内の保健所設置市や特別区、感染
症指定医療機関、消防機関その他関係機関を構成員として、
都が設置する組織

濃厚接触者 感染した人と近距離で接触したり、長時間接触したりして新
型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理
由のある者

パルスオキ
シメーター

皮膚を通した光の吸収値で酸素飽和度を測定する医療機器

フレイル 身体性ぜい弱性のみならず精神・心理的ぜい弱性や社会的ぜ
い弱性等の多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含
む健康障害を招きやすいハイリスク状態を意味する。

プレパンデ
ミックワク
チン

将来パンデミックを生じるおそれが高くあらかじめワクチン
を備蓄しておくことが望まれるウイルス株を用いて開発・製
造するワクチン

まん延防止
等重点措置

特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等まん延
防止等重点措置のこと。第 条の８第１項の規定に基づき、
新型インフルエンザ等が国内で発生し、特定の区域におい
て、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあ
る当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止す
るため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があ
るものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと
認めるとき、国が公示した期間において、当該区域を管轄す
る都道府県が講ずる措置。例えば、措置を講ずる必要がある
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用語集
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参考図

参考図

〇 東京感染症対策センター（東京ｉＣＤＣ）と東京都感染症医療体制戦略ボード
〔 第 部第 章２①実施体制〕

出典：「東京都感染症予防計画（令和６年３月）」

・

用語集

ＩＨＥＡＴ
要員

地域保健法第 条に規定する業務支援員
※「ＩＨＥＡＴ」は、感染症のまん延時等に地域の保健師等
の専門職が保健所等の業務を支援する仕組みのこと。

ＰＣＲ ポリメラーゼ連鎖反応（ の
略）。ＤＮＡを増幅するための原理であり、特定のＤＮＡ断
片（数百から数千塩基対）だけを選択的に増幅させることが
できる。

ＰＤＣＡ （計画）、 （実行）、 （評価）、 （改
善）という一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務の改
善や効率化を図る手法の一つ

ＰＨＥＩＣ 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（
の略）。具体的には、国

際保健規則（ＩＨＲ）において以下のとおり規定する異常事
態をいう。
（１）疾病の国際的拡大により他国に公衆衛生リスクをもた
らすと認められる事態
（２）潜在的に国際的対策の調整が必要な事態
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